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はじめに  

 

近年、多くの自治体病院において損益収支をはじめとする経営状

況が悪化するとともに、医師及び看護師不足に伴い診療体制の縮小

を余儀なくされるなど、その経営環境や医療提供体制の維持が極め

て厳しい状況になっています。  

「経済財政改革の基本方針 2007 について」（平成 19 年 6 月 19 日

閣議決定）において、社会保障改革の一環として公立病院改革に取

り組むことが明記され、総務省は、平成 19 年 12 月 24 日付け自治

財務局長通達において「公立病院改革ガイドプラン」を公表し、経

営が悪化している自治体病院に抜本的な改革を実施するために、平

成 20 年度以内に公的病院改革プランを策定することを義務付けま

した。  

このガイドラインは、公立病院が今後とも地域において必要な医

療を安定的かつ継続的に提供していくための改革の実施を地方公

共団体に求めるもので、この改革を実現するために、公立病院を設

置する地方公共団体に対して、「経営の効率化」、「再編・ネットワ

ーク化」、「経営形態の見直し」の三つの視点に立って、公立病院改

革を推進するための項目を盛り込んだ「病院改革プラン」を策定し

て、公表することを求めています。  

このガイドラインの究極の目的は、地域において真に必要な公立

病院については「安定した経営の下で良質な医療を継続して提供し

ていく。」ことですが、目的達成のために、公立病院の果たす役割

を明確化し、現実に果たしている機能の精査及び必要性の乏しい病

院の廃止又は統合、公的病院等を含めた機能分担と医療資源の効率

的配置を求めています。  

この山都町立国民健康保険蘇陽病院改革プランは、総務省のガイ

ドラインを尊重し、山都町立国民健康保険蘇陽病院の医療機能の見

直し、経営基盤を強化し、経営の安定等をはかり改革を着実に実行

することを目的に策定しました。  

 

平成 21 年 3 月   

 

               山都町長  甲  斐  利  幸  
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Ⅰ  山都町立国民健康保険蘇陽病院の概要  

 

1.病院の位置  

 

山都町立国民健康保険蘇陽病院（以下、「当院」という）は上益

城郡山都町滝上にあり、当院のある蘇陽地域は九州の「へそ」と呼

ばれ、九州のほぼ中央部に位置している。当院は、宮崎県との県境

に近い山都町東部の国道 218 号線と国道 265 号線が交差するアクセ

スの良い立地となっており、九州自動車道熊本 IC から国道 57 号線

～国道 325 号線～国道 265 号線を経由して約 80 分、宮崎県延岡市

から国道 218 号線を経由して約 80 分の距離にあります。  

付近の馬見原には、かつて熊本から日向、延岡へ至る「日向往還」

の宿場町として栄えた名残が町並みとして残っています。  

 

 山都町は平成 17 年 2 月 11 日に阿蘇郡旧蘇陽町、上益城郡旧矢部

町、旧清和村が合併して誕生しました。同町は熊本県の東部に位置

し、八代市を始め高森町、御船町、美里町、南阿蘇村、西原村、宮

崎県五ヶ瀬町、椎葉村等と接しています。  

北部は阿蘇の南外輪山に、南部は九州山地の山々に囲まれ、これ

らを水源とした緑川、五ヶ瀬川の流れが起伏に富んだ独特の渓谷美

を形成しています。   

標高は 300～ 900ｍで昼夜の寒暖差が大きい高原の気候となって

おり、比較的高冷地です。  

面積は 544.83km 2 で熊本県全体の約 7.4％を占めており、県内で

は天草市、八代市に次いで３番目に広い行政区域となっています。

内訳は、森林や農用地の面積が町全域の 87.9％を占めており、宅

地は 0.9％となっています。   

 

2.人口と世帯  

 

山都町の人口は 18,761 人（平成 17 年国勢調査）で国勢調査によ

る人口の推移をみると、昭和 55 年の 26,336 人から一貫して減少し

ています。  

世帯数は単独世帯や夫婦のみの世帯等が増加する中で、緩やかに

減少しています。  
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3.蘇陽病院の沿革  

 

当院は、昭和 22 年 4 月、地域医療のニーズに応えるために馬見

原町外六ヶ町村立馬見原病院として開設されました。その後、町村

合併により蘇陽町外二ヶ町村病院組合馬見原病院、さらに昭和 51 

年に国民健康保険蘇陽病院と名称を変更し、現在に至っています。

当初は、一般病床 10 床、結核病床 13 床でスタートしましたが、診

療科目の拡充と施設設備の充足に努め、現在では 11 科、一般病床

57 床の規模になっています。山都町では、唯一救急告示病院とし

て、救急医療に力を入れており、また、 4 つの診療所を持つなどへ

き地医療拠点病院として、地域住民の拠り所になっています。  

 

沿革と診療科及び病床の変遷  

一
般
病
床

療
養
病
床

結
核
病
床

感
染
症
計

22年 4月 「馬見原町外六ヶ町村立馬見原病院」開設23床 10 13 23

27年 1月 伝染病棟新築15床 15 38

35年 1月 町村合併により、「蘇陽町外二ヶ町村病院組合馬見原病院」に名称変更

43年 7月 第一病棟改築、一般病床40床に増床 40 40

49年 5月 診療棟改築、一般病床57床に増床 57 57

51年 10月 「馬見原病院」を「蘇陽病院」に名称変更

58年 4月 救急告示病院指定

61年 4月 柏歯科診療所開設

63年 12月 リハビリテーションセンター新設及び全身用CT撮影装置導入

元年 4月 眼科新設

3年 4月 在宅介護支援センター「やすらぎ館」開設

5年 1月 訪問看護ステーション開設

7年 4月 へき地中核病院指定

10年 10月 複合病棟施設許可の承認（一般病棟40床、療養型病床17床） 40 17 57

12年 3月 指定介護療養型医療施設認可

12月 一般病床（入院基本料群2）療養病床（入院基本料3）施設基準認可

15年 1月 「日本外科学会外科専門医制度修練施設」の「関連施設」として指定

4月 へき地医療拠点病院指定

17年 8月 日本医療機能評価機構認定Ver4.0

18年 10月 療養病床17床を一般病床に転換 57 57

平
　
　
　
成

病床の変遷

昭
　
　
　
和

年　　月 主　な　出　来　事
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4.病院の理念と基本方針  

 

当院では、基本理念や患者の権利等について以下のとおり定め、

院内に掲示しています。  

 

《基本理念》  

 

  へき地医療拠点病院として、患者様に信頼される良質な医療を

提供し、地域住民に親しまれる病院を目指します。  

 

《基本方針》  

 

 1.患者様中心の全人的医療を確立します。  

   2.全職員常に自己研鑽に努め、医療水準の向上に努めます。  

  3.医療環境を常に整備し、安心・安全の医療水準を提供します。        

  4.合理的かつ効率的な病院経営に努め、自立した経営基盤を  

   確立します。  

 

《患者様の権利》  

 

  1.何人も平等で良質な医療を受ける権利があります。  

  2.医師や病院、施設等を自由に選択し変更する権利があり  

   ます。  

  3.自己の健康状態について十分な情報を得る権利がありま  

   す。  

  4.診療録に記載された個人情報の秘密を保護される権利が  

   あります。  

 

《看護部理念》  

 

1.患者様主役の信頼される看護を目指します。  

2.医療水準向上の為に、自己研鑽に努めます。  

3.地域包括医療の一員として、他職種との信頼関係をつくり協

働します。  
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5.診療科目  

  

病床数及び診療科目については、次のとおりです。  

病床数 診療科目 

57 
内科,外科,呼吸器科,消化器科,循環器科,小児外科,小児科

整形外科,眼科,リハビリテーション科,皮膚泌尿器科 

 

6.病床数   一般病床 57 床  

 

7.指定の状況  

 

救急告示病院     昭和 58 年 4 月  

へき地医療拠点病院    平成 15 年 4 月  

日本医療機能評価機構認定病院  平成 17 年 8 月  

 

8.病院関連施設  

 

1)診療所  柏歯科診療所、北部へき地診療所  

  井無田へき地診療所、緑川へき地診療所  

2)在宅介護支援センター  

3)訪問看護ステーション  

 

9.職員数  

医師  6 名   看護師  26 名   准看護師  13 名  

医療技術職  10 名   事務職  9 名   調理師  5 名  

看護助手  1 名    合計  70 名（平成 21 年 2 月 1 日現在）  

その他  嘱託・委託・臨時職員  17 名   

 

10.新病院建設計画  

当病院は、第一病棟（昭和 43 年）・第二病棟（昭和 48 年）・診療

棟（昭和 50 年）に改築され既に 41 年・ 36 年・ 34 年が経過してい

ます。昭和 56 年に建築基準法が改正され新耐震基準が導入されま

したが、当院の病棟、診療棟はこうした新耐震基準を満たしていま

せん。また、建物本体の老朽化が進み、各種設備も老朽化し、修繕

費も嵩んでいます。多様化する医療ニーズに合っていない部分が数

多く見られ、医療需要に適切に対処していくこと、患者ニーズに応

えることが困難な状況にあります。これらの課題を解決し、住民が

安心して安全に病院での受診が出来る様、病院建設及び改善に向け

ての検討が必要です。いま、その資料として「山都町立国保蘇陽病

院マスタープラン」を策定中です。  
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Ⅱ  山都町立国民健康保険蘇陽病院改革プラン  

 

 当院の改革プランは、ガイドラインの視点の一つである「経営の

効率化」に主眼を置き、公立病院としての機能を果たすため医療機

能充実と経営の健全化を目的に策定します。  

 

1.策定期間  

 

平成 20 年度から平成 24 年度までの 5 年間を目標期間とします。  

 

2.蘇陽病院の果たすべき役割  

 

蘇陽病院は、公立病院でもあり国民健康保険病院でもありへき地

医療拠点病院でもあります。そのため、地域住民の生命・健康その

ものにかかわる医療サービスの給付は、医療機関が全国あらゆる地

域に適正に配置され、全ての国民がいつでもどこでも安心して医療

を受けられるよう医療体制を確保していかなくてはなりません。  

地域医療の確保には、量質両面があります。採算の観点からへき

地等の病院設置においては、高度医療、特殊医療に係る経費の回収

は困難な状況にあります。このような中で医療確保の要請と供給体

制のギャップを埋める役割は、当病院をはじめとする公的な医療機

関が担っていかなくてはなりません。地域住民の医療を確保し、あ

わせて医師の実地教育、医療従事者の教育、医学、医術の進歩のた

めの研究、住民の健康保持のための公衆衛生活動などを行う必要が

あります。この様なことが、地域住民の福祉の増進に資することで

あると思います。  

以上のことから当病院の役割を整理すると、  

 (1)救急告示病院として責務を果たすこと。  

 (2)へき地医療の維持・推進。  

 (3)二次医療の提供  

 (4)安定した経営を目指すこと。  

 (5)リハビリなど特殊な医療を行うこと。  

 (6)医療・保健・介護福祉との連携を図ること。  

  (7)身 近なところで安心して受診できる体制を整えること。

 (8)節目健診・特定健診等を通じ生活習慣病予防に努める。  

になります。  
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3.経営の効率化  

  

 過去、 4 年間の収益的収支状況は次のとおりです。  

                                    

(単位：千円 ) 

年 度 平成 16 年度  平成 17 年度  平成 18 年度  平成 19 年度  

医 業 収 益 710,270 759,975 725,072 676,431 

医業外収益 114,562 136,994 134,324 133,165 

医業費用  869,440 892,972 839,088 787.451 

医業外費用 

(特 別 損 失 含 む )  
54,907 53,073 48,832 49,179 

純 利 益 -99,515 -49.076 -28,524 -27,034 

 

 

 

当院の医業収益は、平成 17 年度の 7 億 5,997 万円余をピークに

減少傾向が続いています。これは、平成 18 年度に実施された大幅

な医療費改定 -3.16％の影響と研修医制度の見直しによる大学病院

からの医師引き上げ及び平成 19 年 6 月に医師の退職等に伴う医師

不足が大きな要因となっています。  

こうした状況の中で、平成 18 年 8 月に山都町立国民健康保険蘇

陽病院運営委員会が設置され、経常収支比率 100％以上を目指しな

がら経費等の見直しを行い経費節減に努め、健全経営・病院建設・

経営形態等について検討が行われるようになりました。  

平成 16 年度 9,951 万円の過去最高額の赤字額を境に年々減少し、

平成 19 年度の決算では 2,703 万円の赤字額となっています。  
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経営効率に係る実績  

  

職員数の推移 

項 目 医師 技術職 看護師 准看護師 事務員 その他 計 

平成 16年度 6 11 22 15 16 9 79 

平成 17年度 6 11 20 14 15 8 74 

平成 18年度 5 11 21 14 13 8 72 

平成 19年度 4 11 23 14 12 7 71 

平成 20年度 6 10 26 13 9 6 70 

 
 経営効率に係る実績においては、公立病院改革ガイドラインのポ

イントの中で、過去 3 年間連続して病床利用率が 70％未満の病院

は、抜本的な見直しが必要とされていますが、当病院におきまして

は 84.88％と大きくクリアしています。しかし、職員給与比率にお

いては、 19 年度に 77.52％と全国の公立病院 50 床～ 100 床未満の

病院平均 65.4％を大きく上回っています。  

項 目 平成 16 年度  平成 17 年度  平成 18 年度  平成 19 年度  

経常収支比率 89.2% 94.8% 97.0% 97.2% 

医業収支比率 81.7% 85.1% 86.4% 85.9% 

職員給与比率 81.6% 76.4% 76.3% 77.5% 

病床利用率 94.6% 92.8% 89.5% 84.9% 

平均在院日数 22 日 20 日 21 日 19 日 

入院患者数 53.9 人 52.9 人 51.0 人 48.4 人 

外来患者数 160.6 人 174.3 人 178.1 人 161.9 人 

入院診療収入 20,908 円 21,797 円 20,659 円 20,785 円 

一

日

あ

た

り

平

均 外来診療収入 5,558 円 5,968 円 5,723 円 5,736 円 
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目標数値  

 平成 19 年度  平成 24 年度  

経常収支比率  97.2% 100.4% 

医業収支比率  85.9% 90.5% 

職員給与比率  77.5% 68.8% 

病床利用率  84.9% 90.0% 

平均在院日数  19 日  18 日  

一日当たり平均  

入院患者数  
48.4 人  51.3 人  

一日当たり平均  

外来患者数  
161.9 人  175.0 人  

職  員  数  71 人  68 人  
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(2) 目標達成のための具体的な取り組み  

 改革プランの目標数値達成のため、以下の事業に取り組んでいき

ます。  

① 必要な常勤医師の確保  
 医師の確保については、現状として大変厳しい状況にあります。国・県・

大学病院等と連携を図り、医師定数の確保に努めていきます。 
当病院は、山都町唯一の救急告示病院としての機能を維持していく為

にも常勤医師の確保に努めて行きます。また、当院の平成 19 年度の入
院・外来における診療科別患者数を見ると、内科・整形外科が多数を占

めています。現在内科医師は、1 名であるので内科医・整形外科医の確
保に努めていきます。 
・ 常勤医師による積極的な大学医局への働きかけ  
・ ホームページの充実  
・ 研修医の受け入れ態勢の充実と受け入れ  
・ 公的・民間医療情報ネットへの登録  
 

② 専門医療の充実による外来患者の増加対策  
現在、大学病院その他の公的な医療機関より協力を頂き、循環器科、

整形外科、眼科及び月に１回ではあるが専門外来としてダイエット外来・神

経内科外来を実施しています。さらに呼吸器内科、外来がん化学療法、

人工透析についても検討中です。 
・ 患者満足度調査の実施  
・ 特殊外来科の設置  
・ 広報「やまと」“蘇陽病院だより”の充実  

 
③ 職員研修機会の拡大  
   医療従事者の先進的、専門的知識や研修の場の設定に努め、良質な

医療を提供する優秀な人材を育成します。また、患者満足度・患者信頼度

向上に向けた接遇教育・研修等も実施していきます。 
・ 職員を対象とした勉強会・研修会の実施  
・ 接遇向上に向けた教育・研修の実施  
・ 看護協会主催の研修会への参加  
・ 院内学会の開催・県及び全国国保医療学会への参加  

 
④ 給与比率の適正化対策（適正な人員配置） 
平成１９年度における給与比率は７７．５％と、自治体病院の平均６５．９％

（18 年度不採算地区病院）を大きく上回っています。医療法上での配置
基準を遵守しながら適正な人員配置に努めていきます。 
 平成２４年度の目標値 68.8％をクリアするためには、19 年度の医療収益
より 166,592 千円の収入増を図らなくてはなりません。 
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・ 人員配置の適正化  
・ 収入増の検討  
・ 医療法上の配置基準を基に給与比率 65.9％（不採算地区の 18年度
の自治体病院平均）を目指していく。 

 
⑤ 薬品費、診療材料費の削減策  

薬品購入の価格交渉、入札及び契約の見直し、後発薬品の積極的な

活用に努めます。または、SPD の導入による診療材料費の適正な在庫管

理と不動在庫の見直しにより、材料費の削減に努めます。 
・ 共同購入の検討  
・ SPD 導入による適正な物品管理  
・ 不良在庫「ゼロ」への努力  
・ 後発医薬品の使用拡大  
 

⑥ 診療報酬請求漏れの削減  
現在当病院には、オーダーリングシステムが導入されていないため、請求

漏れの可能性が大きくなっています。そのため、請求間違い・漏れ防止の

ための検討会又はチェック機能を強化していきます。可能な診療報酬上の

加算等の見直しを図っていきます。 
・ 請求間違い・漏れ防止システム導入の検討  
・ オーダーリングシステムの検討  
・ PACS システムの導入  
・ 医事従事者研修会・勉強会の実施  
・ 診療報酬改定に伴う算定可能な診療報酬上の加算の取得  

 
⑦ 管理情報の整備と IT 化の推進  

当院では平成 17 年 7 月に院内 LAN を設置し、現在以下のシステムが
稼働しています。 
  医事会計システム、栄養統合システム、薬剤管理システム 
  医見書システム、プレオーダーシステム 
しかし、システム化を推進・管理する組織が不明確でこうしたシステムは各

部門からの要望により個々に整備しているため各システム間におけるデー

タのやり取りは連動していない状況にあります。今後、データの共有化に向

けて管理統計の仕組み及び下記システムの検討を行っていきます。 
・ オーダーリングシステム導入の検討  
・ SPD・PACS システムの導入  

 
⑧ 空き病床の効率的な利用による病床利用率のアップ 

平成 19 年度の入院で平均在院日数が 34.4％と類似団体病院と比較
すると断然長くなっています。長期入院患者については、診療報酬計算上



山都町 

- 12 - 

在院日数計算が除かれる患者があったため 20 日と短くなっていましたが、
20 年度途中から 1 回退院されると認められなくなっています。平均在院日
数から除かれる緩和ケア病床・亜急性期病床の設置により、病床利用率

のアップを図っていきます。 
また、収入増に繋がる入院基本料看護師配置基準 10 対 1 の取得につ

いても、当病院の特殊性を考慮しながら検討して行きます。 
・ 医師連携による入院患者数の確保  
・ 緩和ケア病床、亜急性期病床の設置検討  
・ 入院基本料看護師配置基準 10 対 1 の検討  
・ 救急患者受入に伴う連携強化  

 
⑨ 外部委託の検討  

    夜間警備業務、医事業務、清掃業務、寝具・病衣清掃業務等について

は、外部委託を実施しています。給食については、現在病院で実施してい

ますが大変評価が高く、今後どのような方向で実施していくのか委託を含

めて検討していきます。 
・ 給食業務外部委託の検討  
 

⑩ 未収金対策の徹底  
    行政の関係機関と連携し、情報を共有して未収金の発生防止に努めて

いきます。未収金が発生した場合は、すみやかに電話や文書での勧告を

行い、定期的な個別訪問による徴収に努めます。 
・ 関係機関との連携による未納者の把握  
・ 入院誓約書と連帯保証人の設定  
・ 公的救済制度等の利用  
・ 納付計画の策定と定期的な個別訪問  
・ 預り金や前金の徴収  

 
⑪ 職員の意識改革  
 今 、自治体病院がおかれている状況を職員全員が共有し、危機感を持

ち「変わらなければ」と言う意識の中で、職員一人ひとりが持っている考え

方や行動につながる様な取り組みを進めていきます。そのためには、病院

の方向性を明確にし、同じ考えの下で取り組みができる体制を築いて行き

ます。 
・ 院長面接の実施  
・ 全職員共通認識のための情報発信  
・ 院長の医局員への指導体制の充実  
・ 患者満足度向上を目的とした各科での検討会  
・ 目標管理及び意識改革を目的とした各科ミーティングの実施  
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(3) 新病院建設  

 

A.現有施設の問題点                             

当院施設の第一病棟は昭和 43 年に改築され、すでに 41 年を経過

しています。第二病棟は昭和 48 年、診療棟は昭和 50 年に改築され、

それぞれすでに 36 年、 34 年経過しています。その後、昭和 61 年

給食棟、昭和 62 年リハビリ棟、ナースセンター棟、平成 4 年介護

支援センター棟の建築等が行われました。  

昭和 56 年に建築基準法が改正され新耐震基準が導入されました

が、当院の病棟、診療棟はこうした新耐震基準を満たしていません。 

延べ床面積は 2,714.48 ㎡で１床当たりにすると 47.62 ㎡で、こ

れを同規模の民間病院を含む病床規模 20～ 99 床の病院の平均 60.6

㎡（平成 19 年 6 月 30 日現在）と比較すると平均値を下回っていま

す。  

病棟、診療棟は、建物本体の老朽化の進行はもちろんのこと、各

種設備も老朽化し、修繕費も嵩んでおり、抜本的な更新を行う時期

を迎えています。現在の施設では、多様化する今後の医療需要を適

切に対処していくことは困難な状況にあります。  

これらの課題を解決し、また、当病院が地域住民の医療ニーズに

こたえるためには現有施設の抜本的整備を行うことが必要であり

ます。  

現有施設の主な問題点を挙げれば次のとおりです。  

  1) 外来・診療について  
・ 診察室がカーテンで仕切られているだけなので患者のプライ

バシーが守れていない。  

・ 外来受付の前に待合スペースが無く、狭い通路の椅子に腰掛

けて待っているため、車イスやストレッチャーが通るときに

支障をきたしています。  

・ 外来処置室が無いため、救急処置室を兼用していますが救急

患者の診療中は使用できません。  

・ 救急処置室が狭いため、処置に必要な器材を常備できず、処

置に不便を生じています。  

・ 救急患者の診察には、一般の診察室を利用していますが、処

置室が狭く必要な器材を常備できていません。  

・ 手術室が事務室の前に設置されており、患者のプライバシー

保護や搬送に支障をきたしています。  

・ 手術中の家族の控え室とリカバリー室がありません。  

・ 中材の動線が不潔、清潔ゾーンの区別がされていません。  
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2) 病棟について  

・ 病棟からリハビリ室へ続く通路が坂になっており危険です。  

また、病棟に特殊浴槽が無いため動線の長いリハビリ室の特

殊浴槽を利用しています。  

・ ナースセンターを中心に病室が設置されていません。  

・ 病棟が 3 ヶ所に分かれており、看護職員を分散配置すること

を余儀なくされ、非効率的です。  

・ ＩＣＵやリカバリールームなど重症や終末期の患者を管理す

るための整備された病室がありません。  

・ 各病室には酸素・吸引のパイピングが無いため、急変・重症

患者の処置に手間取り、看護の負担が大きくなっています。  

・ 病棟内に処置室が無いため、処置が必要な患者はベッドサイ

ドやナースステーションを利用しており非効率的です。  

・ 寝台用エレベーターが無いため、患者を 2 階に搬送する際の

障害となっています。  

・ カンファレンスルームが無いため、患者に入院や手術のオリ

エンテーションをナースステーションで行っており、他の患

者に聞かれる恐れがあり、プライバシー上望ましくありませ

ん。  

3) 患者サービス  

・ トイレが男女別になっていません。  

・ 第 2 病棟やリハビリ室の増改築により院内動線が非効率です。 

・ 廊下が狭く段差があり、身障者への配慮がなされていません。 

・ 採尿トイレ、身障者トイレが設置されていません。  

・ 外来患者が多いときは、待合室が狭いため非常に混雑してい

ます。  

・ 霊安室がありません。  

4) 職場環境  

・ カンファレンスルームが不足しているために会議や打合せの

場所確保に苦慮しています。  

・ 職員等の食堂、浴室、休憩室などの福利厚生施設が十分であ

りません。  

・ IT 化が個別に進められ、効率的なシステムになっていません。 

5) その他  

・ 設備が老朽化のため特に給排水、電気等故障が頻繁に起こっ

ています。  

・ カルテ保管庫、物品庫が不足しています。  

・ 救急処置室に無影灯がありません。  

・ 大型滅菌装置が無いため、滅菌回数が多くなり効率的ではあ

りません。  
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B．新病院のビジョン  

  ア . へき地医療の充実  

人口の減少に伴い過疎化が進み、へき地医療は一層重要に

なってくるので、へき地医療拠点病院として、地域の実情を

踏まえた医療を提供できるよう医師確保などへき地医療の充

実に努めます。  

イ．  救急医療の充実  

24 時間 365 日何時でも受診できる救急医療は住民要望が最

も高い項目の 1 つです。  

熊本県保健医療計画において、山都町は１町で山都町救急

医療圏を形成しています。この中で、蘇陽病院は唯一の救急

告示病院であり、重責を担っています。しかし、 50 床余の小

規模病院では、医師や医療技術員が少なく過重な負担となっ

ています。  

したがって、新病院を中心に町内の医療機関や関係者が協

力した救急医療体制を構築する必要があります。  

ウ．  地域の医療機関が対応できない二次医療の提供  

地域の医療機関で実施することが困難な手術など日常的な

二次医療を提供します。  

なお、高度専門医療は、連携している熊本市等の病院に紹

介します。  

エ．  身近なところで安心して受診できる態勢  

  がんや心疾患・脳卒中の術後で症状が安定した患者のフォ

ローを行うなど身近なところで安心して受診できる態勢を整

備します。  

また、受診頻度の高い人工透析、患者の多い循環器・呼吸

器疾患について、診療体制を整備します。  

オ．  健診機能を充実し、早期発見と予防を強化  

疾病を早期に発見し、治療するため、健診機能を充実する

とともに、山都町と協力して、がん、高血圧、糖尿病、高脂

血症などの生活習慣病の予防に努めます。  

カ．  医療・介護・福祉と連携  

高齢者に対する医療は、医療だけでは患者が自立した生活

を営むまで回復させることはできない症例が多いため、患者

の生活機能や住環境、家族構成を踏まえそれぞれに対応でき

る多様な態勢づくりが必要です。このために、介護体制の整

備をするほか、医療・介護・福祉の関係者の役割分担を明確

にし、緊密な連携を確立する必要があります。  

また、医療・介護資源の乏しい山都町においては、行政と

連携しながら中心的役割を担っていきます。  
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キ．  住民に信頼され職員に魅力ある病院  

安らぎのある療養生活を確保し、安全で良質な医療を提供し、

患者に信頼される明るい開かれた病院づくりを目指します。  

一方、医療は人を通じてサービスが実施され、診療の成果と

ともに、職員の技量、資質、姿勢が患者の病院に対する満足度

を決定づけ、信頼の源泉となります。職員の真摯な姿勢が、患

者から信頼を生み、その積み重ねの結果、住民の期待に応えて

いくことになります。病院で働くものが、医療のプロフェッシ

ョナルとして、責任を持って研鑽に励み、患者中心の医療を行

える魅力ある職場づくりが必要です。  

ク．  安定した経営  

経常収支の均衡を目指し、経営の効率化、町との役割分担の

明確化、一般会計からの繰入金見直しなどを進めます。    

また、必要な場合は経営形態の見直しについても検討してい

きます。  
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C.新病院の要件  

(1) 病床規模  

 一般病床  57 床（うち、 2 室 2 床を緩和ケア用）  

 

(2) 診療体制  

高齢者医療を中心に組織化するものとし、現在の診療科に以

下の機能を追加します。  

①  人工透析… 5 床程度  

②  循環器科・呼吸器科  

    退院患者の病歴統計によると、当院の在院患者のうち  

  循環器疾患が 41％（うち、脳血管疾患 29％）、呼吸器系  

  疾患 11％を占めており、循環器科及び呼吸器科の医師を  

  常勤化し診療体制を強化します。  

③  外来がん診療、緩和ケア  

 ・術後の患者に対する抗がん剤投与等のがんフォロー外来  

 ・在宅で症状が悪化したがん末期患者の入院病床（ 2 床）  

   ④  亜急性期病床の設置  

 長期入院を要する患者を入院させる亜急性期病床を 4 

床程度設置します。  

   ⑤  柏歯科診療所の統合  

     新病院に歯科を設置し、柏歯科診療所を廃止します。  

      また、歯科診療所がない地域に対し、歯科巡回診療を実  

      施します。  

(3) 経営管理の強化  

ア．  管理情報の整備と IT 化の推進  

当院の統計情報は経営に十分生かされているとはいえな

い状況にあり、管理統計の仕組みを策定します。また、段階

的に管理情報システムを整備します。（物品管理、原価計算

システム等）  

新病院では電子カルテシステムを中心とする医療情報シ

ステムを構築します。  

イ．  役割分担の見直し  

蘇陽地区は、人口が疎らで効率が悪く採算を確保すること

が難しく、民間の介護サービス事業所が進出していません。 

このため、当院には、在宅介護支援センター、訪問看護ス

テーションが併設され介護サービスを実施していますが、採

算性が低く病院の収支を悪化させています。  

訪問看護ステーションは、病弱な高齢者が在宅で生活する

ために欠くことのできない施設です。  

したがって、町が直営するか、病院に対しての援助が必要
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と思われます。  

ウ．  経営形態の検討  

自治体病院は、診療費の抑制や自治体の財政逼迫などにより

厳しい時代を迎えています。  

こうした情勢の下では、迅速な経営やより厳しいコスト削減

が求められています。今後は、機動的に対応できる経営形態の

検討をする必要があります。  

また、改革プランにおいても民間的経営手法の導入等を図る

観点から経営形態を検討することを求めています。  

 

(4) 施設・設備の整備  

病院が老朽化しているので、現在地も含め利用しやすい用地

に新病院を建築し、施設・設備や医療機器等を刷新します。  

  

D.新病院建設予定  

   平成 22 年度  実施設計  

   平成 23 年度  病院建設  

    

E.延べ床面積   約 4,000 ㎡  
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Ⅲ  一般会計における繰出金の考え方  

 

 一般会計からの繰入金については、地方公営企業法第 17 条の 2、

地方公営企業法施行令及び総 務省自治財政局長通知を基に積算さ

れたものと、町から委託を受けて事業を実施している節目健診、イ

ンフルエンザ等の予防接種、学校・保育所健診、乳幼児健診等の委

託料も含めた金額が繰入金として算定されています。  

 積算基準については下記のとおりです。  

 

 

繰出し金算定基準  

1.  病院の建設改良に要する経費の 1/2（起債分は除く）  

2.  病院事業債元利償還金の 2/3（ 14 年度以前分）ないし 1/2(15

年度以降分相当額）  

3.  へき地医療の確保に要する経費  

4.  高度 医療 の経 費 (収 入 か ら リ ー ス 料 等 の 経 費 を 差 し 引 いた
額 ) 

5.  救急 に要 する 経費 (救 急 に 係 る 収 入 か ら 経 費 を 差 し 引 いた
額 ) 

6.  リハビリに要する経費 (収入から経費を差し引いた額 ) 
7.  保健事業及び節目健診・予防接種・保育所、学校健診・健康

教室講師料などの委託経費全額  

8.  在宅介護支援センターに係る経費の 1/2 

9.  医師、看護師等の研究研修費の 1/2 

10.  共済追加費用の負担に要する経費  

11.  公立病院附属診療所の運営に係る経費 (収入から経費を差し
引いた差額 ) 

 

 とし、以上を補填してもなお且つ赤字決算となる場合は、経営

基盤強化対策に要する経費として査定を行い繰出されることに

なっています。  

 

 

Ⅳ  蘇陽病院改革プランの実施状況の点検・評価・公表  

 

 改革プランは、実施状況の点検、評価及び公表を行います。  

 改革プランは、町民に公表し、実施状況は年一回自己点検及び自

己評価を行うとともに、山都町立国民健康保険蘇陽病院運営委員会

において評価し、ホームページにおいて公表します。  
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Ⅴ  経営形態等の見直し  

 

 経営形態の見直しについては、へき地において町立病院で運営さ

れる優位性（医師・看護師等の確保）から現在のところ検討はされ

ていませんが、将来的には検討しなければなりません。  

 

各種経営形態の比較検討  

 地方公営企業法（全部適用） 地方独立行政法人 指定管理者制度 

制

度

の

概

要 

地方公共団体が運営する企業 

条例で規定することにより、組織及

び職員の身分取扱いに関する規定、

管理者の設置等、地方公営企業の全

部の規定を適用して経営すること

ができる。 

地方独立行政法人法に基づき地

方公共団体とは別の法人格を有

する団体を設立し、自立的かつ弾

力的な業務運営を行い、業務の効

率性やサービス水準の向上を図

る。 

公の施設の管理運営を包括的

に行わせるため、当該地方公共

団体が法人、その他の団体に期

間を定めて委託する制度。 

管

理

者

の 

権

限

等 

○ 町長から独立した一定の権限

を有するため、自立性は高まるが、

基本的には地方公共団体の方針に

基づくため、制約を受ける。    

○地方公共団体の長が定める中

期目標の下、自主的な事業運営、

独自の意志決定が可能となる。 

○経営上の責任が明確になる。 

○指定管理者は委託条件の範

囲内で、自主的に運営すること

ができる。 

人

事

・

給

与

・

服

務

面

等 

○制度上は組織・定数を独自に定

め、中期的な視点に立った職員育成

も可能となるが、地方公共団体の一

組織であるため、一定の制約は残

る。給与体系は、一般行政職に準拠

している事例が多い。 

○兼業兼職の原則禁止など、公務員

としての制約は残る。                

○基本的には処遇に変化がなく、比

較的に移行は容易である。     

    

 

       

○自らの裁量で病院の実情にあ

った適切な人員配置、経営状態や

職員の業務実績を反映させた給

与体系の設定、中長期的な視点に

立った職員の育成が可能となる。 

○非公務員型の場合、多様な雇用

体系をとることが可能となる。ま

た、兼業兼職の原則禁止など公務

員としての制約は一部を除きな

くなる。 

○法人への移行にあたって、特に

非公務員型の場合は十分な調整

が必要である。 

○委託条件の範囲内で、組織・

定数・給与・勤務条件などを自

らの裁量で設定できる。 

○移行にあたって、管理者と職

員の間で新たな雇用契約を締

結する必要があるなど、職員の

処遇に関する調整が課題とな

る。 

財

政

面 

○予算編成上の町長の関与は残る。 

○予算単年度主義の制約、契約行為

に変わりはない。 

○予算単年度主義の概念がない

ため、事業運営の機動性、弾力性

が向上する。複数年度契約など自

由度が増し、より経済性を発揮す

ることができる。 

○委託条件の範囲内で、複数年

契約など自由度が増し、より経

済性を発揮することが可能に

なる。 
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○法人自ら長期借入金及び債券

発行による資金調達を行うこと

はできない。 

○国の独立行政法人の運営をみ

ると、交付金の一律削減をかけら

れている例もある。 



山都町 

 

1. 給与及び手当の状況  
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2. 定員管理に関する計画  
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3. 各種経営比率  
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4. 資金計画  

 

 


